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（目 的） 

第１条 本要綱は、一般社団法人東京都トラック協会（以下「東ト協」という。）が

公益社団法人全日本トラック協会 (以下「全ト協」という。)と協調する環境性

能優良トラック導入に対する補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

て必要な事項を定め、もって環境性能優良トラックの導入促進を図り、貨物自

動車からの環境負荷低減を促進し、温室効果ガス排出削減の環境保全対策に

資することを目的とする。  

 

（定 義） 

第２条 本要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

①   「環境性能優良トラック」とは、東ト協が別に定める補助対象車両をいう。 

②   「事業者」とは、東ト協の会員事業者で、東京都内を使用の本拠の位置と

する環境性能優良トラックを「買取り」又は「リース」により導入し、かつ、

使用する者をいう。  

③   「買取り」とは、一括による「環境性能優良トラック」の購入をいう。  

④   「リース」とは、当該年度の全ト協「届出リース会社名簿」に記載のある

者からの借渡しをいう。 

   

（補助事業） 

第３条  東ト協及び全ト協は、事業者が行う環境性能優良トラックの導入に要する

費用の一部を予算の範囲内において、補助することができる。  

  ２ 補助をするにあたっては、事業者からの申請に基づき、別に定める補助金を

交付する。 

 

（車両の登録） 

第４条 補助金の対象となる環境性能優良トラック（以下「当該車両」という。）は、

初度登録でなければならない。  

  ２  前項の登録は、当該補助金の交付申請をする日に属する会計年度内の別に

定める期日までに登録を完了しなければならない。  

 

（補助金の申請）  

第５条 事業者は、第３条の補助を受けようとするときは、別に定める交付申請書に

より、別に定める期日までに東ト協あて申請するものとする。  

  ２ 前項の申請に必要な添付書類は別に定める。  

 

（補助金交付決定及び通知）  



第６条 東ト協は、事業者から前条の規定による交付申請書の提出があったときは、

当該申請に係る書類を審査のうえ、全ト協へ提出し、全ト協が補助金を交付す

べきものと認めた場合、交付の決定を行う。  

  ２ 前項により交付が決定した場合、別に定める交付決定通知書により、当該事

業者に対し通知する。  

 

（導入実績報告及び補助金の交付請求）  

第７条  交付決定を受けた当該車両の登録手続きが終了し、導入事業が完了したと

きは、別に定める実績報告書兼請求書を東ト協に提出しなければならない。  

 

（補助金の交付）  

第８条 東ト協は、前条の実績報告書兼請求書の提出があったときは、速やかにその

報告を審査し、その報告書に係る事業の実施結果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該事業者に対し、補助

金を交付する。  

 

（申請の変更又は取り下げ）  

第９条 交付申請後又は交付決定後、申請内容を変更するときは、速やかに別に定め

る交付申請変更届出書を東ト協に提出しなければならない。  

  ２  交付を辞退するとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに別に

定める交付申請取下届出書を東ト協に提出し、その指示を受けなければなら

ない。 

 

（交付決定の取り消しと補助金の返還）  

第 10 条 事業者又は交付の対象となった当該車両が、次に掲げる各号のいずれかに

該当するときは、東ト協は当該車両に係る補助金の交付決定の全部又は一部

を取り消すことができる。  

    1) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は本要

綱その他東ト協が定める事項に違反したとき。  

    2) 事故又は火災等の不慮の事態により当該車両が使用できなくなったと

き。 

    3) 差し押さえ又は競売等により当該車両が使用できなくなったとき。  

    4) 事業者が東ト協を脱会したとき。  

  ２ 前項の場合において、当該取り消し等に係る補助金が、既に事業者へ交付さ

れているときは、東ト協は事業者に対し、期限を定めて返還を求めることがで

きる。但し、当該車両が初度登録の日から起算して、法定耐用年数を経過した

とき以降に発生したものについては、この限りではない。  

  ３ 事業者は、第１項に掲げる各号に該当する事実が発生した時点で、その内容

を遅滞なく東ト協に報告し、その指示を受けなければならない。  

 

（財産処分の制限）  

第 11 条 事業者は、交付対象となった当該車両が、初度登録の日から起算して別に

定める法定耐用年数を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への

転用、貸付又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。  

  ２ 事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ東ト協の承認を得



なければならない。  

 

（事業者の責務）  

第 12 条 事業者は、導入した当該車両の取扱いにあたっては、関係法令等に従い、

その管理体制を確立して、善良な管理者の注意をもって、適切に管理しなけれ

ばならない。 

 

（雑 則） 

第 13 条 東ト協は、第３条の補助に関して、事業者に対し必要な報告を求めること

ができる。 

 

（準 用） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要事項に

ついては、全ト協（協調）の交付要綱に定める事項を準用し、東ト協が別にこ

れを定める。 

 

（附 則） 

  １．本要綱は、平成１５年４月１日より施行する。  

    （平成１５年４月２４日東ト協環助発第１号）  

 

  ２．本要綱を一部改正し、平成１６年４月１日より適用する。  

    なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるもの

とする。 

    （平成１６年４月２３日東ト協環環発第２号）  

 

  ３．本要綱を一部改正し、平成１７年４月１日より適用する。  

    なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるもの

とする。 

    （平成１７年３月３１日東ト協環環発第７３号）  

 

  ４．本要綱を一部改正し、平成１８年４月１日より適用する。  

    なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるもの

とする。 

    （平成１８年３月２９日東ト協環環発第７１号）  

 

  ５．本要綱を一部改正し、平成１９年４月１日より適用する。  

    なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるもの

とする。 

    （平成１９年３月３０日東ト協環環発第８３号）  

 

  ６．本要綱は、平成２０年４月１日より適用する。  

    （平成２０年３月３１日東ト協環環発第１０２号）  

 

  ７．本要綱を一部改正し、平成２１年４月１日より適用する。  

    （平成２１年３月３０日東ト協環環発第８９号）  



 

  ８．本要綱は、平成２２年４月１日より適用する。  

    （平成２２年３月３０日東ト協環環発第８８号）  

 

  ９．本要綱は、平成２３年４月１日より適用する。  

    （平成２３年３月３０日東ト協環環発第９４号）  

 

  10．本要綱は、平成２４年４月１日より適用する。  

    （平成２４年３月２８日東ト協環環発第９２号）  

 

11．本要綱は、平成２５年４月１日より適用する。  

    （平成２５年４月２５日東ト協環環発第３号）  

 

12．本要綱は、平成２６年４月１日より適用する。  

    （平成２６年４月８日東ト協環環発第１号）  

 

13．本要綱は、平成２７年４月１日より適用する。  

    （平成２７年４月３日東ト協環環発第９６号）  

 

14．本要綱は、平成２８年４月１日より適用する。  

    （平成２８年４月１１日東ト協環環発第２号）  

 

15．本要綱は、平成２９年４月１日より適用する。  

    （平成２９年４月１１日東ト協環環発第３号）  

 

16．本要綱は、平成３０年４月１日より適用する。  

    （平成３０年４月１０日東ト協環環発第７号）  

 

17．本要綱は、令和２年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  

のとする。 

    （令和２年４月７日東ト協業交発第４０号）  

 

18．本要綱は、令和３年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  

のとする。 

    （令和３年４月８日東ト協業交発第２５号）  

 

19．本要綱は、令和４年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  

のとする。 

    （令和４年４月 7 日東ト協業交発第２７号）  

 

20．本要綱は、令和５年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  



のとする。 

    （令和５年４月２７日東ト協業交発第４６号）  

 

21．本要綱は、令和６年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  

のとする。 

    （令和６年４月１９日東ト協業交発第４１号）  

 

22．本要綱は、令和７年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  

のとする。 

    （令和７年５月１５日東ト協業交発第３３号） 

 

23．本要綱は、令和８年４月１日より適用する。  

なお、改正前の要綱に基づき実施した事業については、従前の例によるも  

のとする。 

    （令和８年５月７日東ト協業交発第３０号） 


